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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
本

年
九
月
二
十
日
か
ら
令
和
五
年
秋
開
始
接
種
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
令
和
五
年
秋
開
始
接
種
に
つ
い
て
は
、
主
に
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
（
Ｘ
Ｂ
Ｂ
．
一
．
五
）
対
応
一
価
ワ
ク
チ
ン
が
使
用
さ
れ
、
本
年
十
月
二
十
六
日
の
第
五
十
二
回
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接

種
・
ワ
ク
チ
ン
分
科
会
資
料
一
に
は
、
接
種
の
目
的
に
つ
い
て
「
重
症
化
予
防
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
健
康
被
害
救
済
制
度
に
つ
い
て
は
、
本
年
十
月
十
日
の
武
見
厚
生
労
働
大
臣
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、

「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
係
る
予
防
接
種
法
に
基
づ
く
健
康
被
害
救
済
制
度
の
累
計
認
定
件
数
は
、
令
和
五
年
十
月
六
日
時

点
で
、
四
千
六
百
五
十
件
が
認
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
他
方
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
以
外
の
累
計
認
定
件
数
は
令
和
三
年

末
時
点
で
、
三
千
五
百
二
十
二
件
が
認
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
発
言
し
て
い
る
。 

一 

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
、
我
が
国
で
は
接
種
費
用
は
全
額
公
費
負
担
と
さ
れ
、
現
在
ま
で
に
多
い
方
は
五
回
を
超

え
る
接
種
を
受
け
て
い
る
。
他
国
に
お
い
て
、
全
額
公
費
負
担
で
五
回
を
超
え
る
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
国
民
に
受

け
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
る
国
を
政
府
は
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
名
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

厚
生
労
働
省
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
Ｑ
＆
Ａ
」
に
は
、
「
Ｅ
Ｇ
．
五
．
一
系
統
と
Ｘ
Ｂ
Ｂ
．
一
系
統
の
違
い
は
わ
ず



 

２ 

 

か
で
あ
り
、
有
効
性
が
期
待
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
参
考
資
料
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
参

考
資
料
に
付
さ
れ
た
論
文
の
内
容
は
、
日
本
人
に
も
当
て
は
ま
る
と
政
府
は
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
国
内
で
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
（
Ｘ
Ｂ
Ｂ
．
一
．
五
）
対
応
一
価
ワ
ク
チ
ン
を
日
本
人
に
接
種
し
た
場
合
に
お
け
る
重
症
化
予
防
の
効
果
を
確
認
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
は
、
主
に
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
を
繰
り
返
し
接
種

し
た
場
合
に
お
け
る
安
全
性
や
有
効
性
、
特
に
十
年
後
な
ど
の
長
期
を
経
た
場
合
に
お
け
る
安
全
性
や
有
効
性
に
つ
い
て
担

保
さ
れ
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
健
康
被
害
救
済
制
度
に
つ
い
て
、
申
請
が
審
査
処
理
件
数
を
上
回
り
、
審
査
に
「
滞
留
」

が
生
じ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
武
見
厚
生
労
働
大
臣
は
、
本
年
十
月
十
日
の
記
者
会
見
で
「
審
査
会
の
開
催
頻
度
を
確

実
に
増
加
」
、
「
審
査
会
を
増
設
」
、
「
四
か
所
同
時
並
行
で
審
査
が
進
ん
で
い
る
」
と
発
言
し
て
い
る
が
「
滞
留
」
は
解

消
さ
れ
た
の
か
。
現
在
、
健
康
被
害
救
済
制
度
の
申
請
か
ら
審
査
結
果
が
申
請
者
に
伝
達
さ
れ
る
ま
で
に
ど
の
程
度
の
期
間

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
一
層
の
迅
速
化
と
申
請
者
に
対
し
て
審
査
状
況
を
知
ら
せ
る
仕
組
み
を
整
備
す
べ
き

と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 
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